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回次
第144期

中間連結会計期間
第145期

中間連結会計期間
第144期

会計期間
自 2023年４月１日
至 2023年９月30日

自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

売上高 (百万円) 45,741 48,183 96,992

経常利益 (百万円) 694 918 2,083

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
(百万円) 335 870 1,495

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 2,284 441 7,314

純資産額 (百万円) 59,663 63,205 63,120

総資産額 (百万円) 130,041 129,211 131,815

１株当たり中間（当期）純利益 (円) 44.04 119.46 199.24

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
(円) － － －

自己資本比率 (％) 45.9 48.9 47.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △839 2,393 3,107

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,737 △1,229 △2,908

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 6,235 199 266

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
(百万円) 14,146 12,339 10,944

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式については、「株式給付信託

（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信

託Ｅ口）が所有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当社の連結子会社である共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社は、2024年４月１日付で当社を

吸収合併存続会社、共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併により、

当中間連結会計期間より、連結範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、一部に足踏みが残るものの、緩やかな回復が続いております。し

かし、国内景気の先行きは、欧米における高い金利水準の継続や中東地域をめぐる情勢などの影響を十分に注意し

なければならない状況が続いております。

共同印刷グループを取り巻く環境も、デジタルシフトの加速や原材料の高騰などの環境変化もあり、予断を許さ

ない状況が続いております。このような状況の中、当グループは、最終年度を迎えた現中期経営計画の目標達成に

向け、中期経営方針「豊かな社会と新たな価値を創造するために未来起点の変革に挑戦」に基づく各種施策を推進

しております。

情報系事業では、「印刷事業で培った強みを軸とし、新たな価値創出を実現」するため、顧客の販促及び業務の

デジタルシフトを支援する製品・サービスの提案など、デジタルとリアルの融合による事業機会の獲得に取り組み

ました。また、製造拠点や事業の集約による体制の再構築に努め、一層の合理化を進めております。

生活・産業資材系事業では、「パッケージソリューションベンダーの地位確立」に向け、食品・日用品向けのパ

ッケージやラミネートチューブのさらなる受注拡大に取り組みました。注力する環境配慮製品の拡販では、プラス

チック使用量を削減した紙ラミネートチューブなどにおいて成果が出始めており、引き続き提案を強化してまいり

ます。

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高481億８千３百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益６億２

千３百万円（前年同期比78.8％増）、経常利益９億１千８百万円（前年同期比32.3％増）、親会社株主に帰属する

中間純利益８億７千万円（前年同期比159.2％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

情報コミュニケーション部門

出版印刷は、書籍はコミックスが好調だったものの、単行本などの不振により前年同期を下回りました。しか

し、コミックスデータ制作などのデジタル制作が順調に推移、雑誌などの定期刊行物やイベント企画、物販アイテ

ム制作などのコンテンツ周辺領域も堅調に推移したため、前年同期並みとなりました。

一般商業印刷は、カタログ類やパンフレット、リーフレット類が低調な推移となり、ＰＯＰも大型案件の減少に

伴い前年同期を下回りました。しかし、統合報告書やロジスティクス関連業務が好調、Ｗｅｂ広告などのデジタル

制作分野も順調に推移し、前年同期並みとなりました。

以上の結果、部門全体の売上高は158億９千９百万円（前年同期比0.3％増）、営業損失は４億４千６百万円（前

年同期は営業損失４億９千２百万円）となりました。

情報セキュリティ部門

ビジネスフォームは、データプリントやＢＰＯにおいて、金融機関向けで伸び悩みがあるものの、自治体向けが

伸長し、前年同期並みとなりました。証券類とカードは、宝くじの堅調な推移に加え、インバウンド需要などの旺

盛な旅客流動によって乗車券類が好調を維持、交通系ＩＣカードは大幅な伸長となり、前年同期を上回りました。

以上の結果、部門全体の売上高は152億９千８百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は11億６千２百万円

（前年同期比47.9％増）となりました。
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生活・産業資材部門

紙器は、ラップカートンが苦戦したものの、ティシューカートンが好調に推移し、前年同期を上回りました。軟

包装は、即席めん向けのフタ材やフィルム包材が順調に推移、リキッドパッケージも堅調で、前年同期を上回りま

した。チューブは、歯磨き向けで苦戦するも、化粧品向けが好調で、前年同期を上回りました。ブローボトル・ブ

ローチューブは順調に推移し、前年同期を上回りました。産業資材は、医薬品向けが不調で前年同期を下回りまし

た。

以上の結果、部門全体の売上高は159億５千９百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は４億６千５百万円（前

年同期比9.4％増）となりました。

その他

物流業務等が前年同期並みに推移し、売上高は10億２千４百万円（前年同期比0.5％増）、営業損失は５千７百

万円（前年同期は営業利益２千６百万円）となりました。

(2) 財政状態の状況

当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産は、前連結会計年度末との比較において以下のとおりになりまし

た。

総資産は1,292億１千１百万円（前連結会計年度末1,318億１千５百万円）となり、26億４百万円減少しました。

これは主に、現金及び預金が14億１百万円増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が28億２千万円、投資有

価証券が11億６百万円減少したことによるものです。負債は660億５百万円（前連結会計年度末686億９千５百万

円）となり、26億８千９百万円減少しました。これは主に、借入金が７億８千万円増加した一方、支払手形及び買

掛金が31億４千２百万円減少したことによるものです。純資産は、632億５百万円（前連結会計年度末631億２千万

円）となり、８千５百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益８億７千万円、その他有

価証券評価差額金７億４千５百万円の減少と、配当金の支払３億７千７百万円があったことによるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ13億

９千５百万円増加し123億３千９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、23億９千３百万円（前年同期は８億３千９百万

円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益14億８千５百万円、減価償却費29億３千２百万

円の計上と、仕入債務の減少31億６千６百万円、売上債権の減少28億６千５百万円があったことによるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、12億２千９百万円（前年同期比５億８百万円

減）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出21億９千２百万円と投資有価証券の売

却による収入10億７千５百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動により得られた資金は、１億９千９百万円（前年同期比60億３千６百万

円減）となりました。これは主に、短期借入金の増加が20億９百万円あった一方、長期借入金の返済による支出

12億４千８百万円、配当金の支払３億７千７百万円があったことによるものです。

(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(5) 経営方針等

当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針に重要な変更はありません。
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(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

(7) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい

て重要な変更はありません。

(8) 研究開発活動

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、549百万円であります。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

（連結子会社間の吸収合併）

当社は2024年４月30日開催の取締役会において、2024年10月１日を効力発生日として、当社の連結子会社である共

同印刷西日本株式会社（以下、共同印刷西日本）と共同エフテック株式会社（以下、エフテック）の2社が、共同印

刷西日本を存続会社とする吸収合併を実施することを決議し、同日合併契約書を締結しました。2024年５月22日、共

同印刷西日本及びエフテックの株主総会におきまして両社の合併も承認されております。

合併の概要は次のとおりであります。

（1）合併の目的

共同印刷西日本のＢＰＯソリューションサービスにエフテックのカードソリューション事業を融合すること

で、当社グループにおけるカード関連事業の基盤強化及び運営効率向上を目的としております。

（2）合併の方法

共同印刷西日本を存続会社とする吸収合併方式で、エフテックは解散いたします。

（3）合併期日

2024年10月１日

（4）合併に係る割当ての内容

本合併に際して当社の100％子会社間の合併であるため、株式又はその他財産の割当はありません。

（5）合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

記載事項はありません。

（6）引継資産、負債の状況

共同印刷西日本は、合併の効力発生日において、消滅会社の一切の資産、負債及び権利義務を承継しておりま

す。

（7）吸収合併存続会社となる会社の概要

代表者　　：代表取締役社長　江尻　敏也

住所　　　：大阪府大阪市中央区平野町二丁目１番２号

資本金　　：200百万円

事業内容　：印刷・データプリント・ＢＰＯ業務
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 36,080,000

計 36,080,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
中間会計期間末現在発
行数（株）
（2024年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2024年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,370,000 8,370,000
東京証券取引所

（プライム市場）

単元株式数は100株で
あります。

計 8,370,000 8,370,000 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

 資本準備金
 増減額
 （百万円）

 資本準備金
 残高
 （百万円）

2024年４月１日～

2024年９月30日
－ 8,370 － 4,510 － 1,742

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区赤坂１丁目８－１ 689 9.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（退職給付信託口・ＤＩＣ株式会社口）
東京都港区赤坂１丁目８－１ 683 9.05

東京インキ株式会社 東京都北区王子１丁目12－４ 583 7.73

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 283 3.75

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 262 3.47

ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社 東京都中央区京橋２丁目２－１ 216 2.87

朝日生命保険相互会社 東京都新宿区四谷１丁目６－１ 200 2.65

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 197 2.62

共同印刷従業員持株会 東京都文京区小石川４丁目14－12 174 2.31

水元　公仁 東京都新宿区 173 2.30

計 － 3,463 45.87

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 80 0.96

三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社

東京都港区芝公園１丁目１－１ 230 2.75

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９丁目７－１ 77 0.93

計 － 388 4.64

（５）【大株主の状況】

  （注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社退職給付信託口の持株数683千株は、ＤＩＣ株式会社から同信託銀

行へ退職給付信託として信託設定された信託財産であります。信託約款上、当該株式の議決権はＤＩＣ株式

会社が留保しております。

２．株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）の持株数262,000株のうち、700株は2024年９月30日に共同印刷従

業員持株会へ売渡されております。

３．三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者２社から2023年２月６日付で公衆の縦覧に供されている大量

保有報告書（変更報告書）により、2023年１月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けており

ますが、三井住友信託銀行株式会社の所有株式数80千株を除き、当社として当中間会計期間末現在における

実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

    なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５－５ 283 3.38

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 307 3.67

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 123 1.47

計 － 713 8.53

４．株式会社みずほ銀行及びその共同保有者２社から2022年３月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報

告書（変更報告書）により、2022年３月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けております

が、上記大株主の状況に記載の株式会社みずほ銀行の所有株式数283千株を除き、当社として当中間会計期

間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

    なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

2024年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 818,800 －

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,534,300 75,343 同上

単元未満株式 普通株式 16,900 － 同上

発行済株式総数 8,370,000 － －

総株主の議決権 － 75,343 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式 91株

２．「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会社日本カス

トディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式262,000株（議決権の数2,620個）につきましては、「完全議

決権株式（その他）」に含めて表示しております。なお、持株数262,000株のうち、700株は2024年９月30

日に共同印刷従業員持株会へ売渡されております。

2024年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

共同印刷株式会社
東京都文京区小石川

四丁目14番12号
818,800 － 818,800 9.78

計 － 818,800 － 818,800 9.78

②【自己株式等】

（注）「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会社日本カストディ

銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式262,000株（3.13％）は、上記自己株式に含めておりません。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則

第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２．監査証明について
  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、仰星監査法人による期中レビューを受けております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,003 12,405

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１ 28,621 25,801

有価証券 7 －

商品及び製品 3,249 3,461

仕掛品 2,816 3,604

原材料及び貯蔵品 1,560 1,464

その他 843 825

貸倒引当金 △27 △26

流動資産合計 48,074 47,536

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,811 27,029

機械装置及び運搬具（純額） 11,377 12,267

工具、器具及び備品（純額） 1,597 1,689

土地 14,901 14,933

リース資産（純額） 1,040 1,155

建設仮勘定 1,238 129

有形固定資産合計 57,966 57,204

無形固定資産

のれん 140 20

ソフトウエア 1,136 1,107

その他 246 298

無形固定資産合計 1,522 1,425

投資その他の資産

投資有価証券 20,549 19,443

退職給付に係る資産 2,324 2,372

繰延税金資産 332 302

その他 1,050 930

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 24,252 23,044

固定資産合計 83,741 81,674

資産合計 131,815 129,211

１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１ 15,345 12,202

短期借入金 135 2,154

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 2,437 ※２ 2,434

リース債務 372 377

未払法人税等 283 723

賞与引当金 953 923

役員賞与引当金 59 52

その他 ※１ 8,917 8,445

流動負債合計 28,504 27,315

固定負債

社債 5,000 5,000

長期借入金 ※２ 6,789 ※２ 5,552

リース債務 773 870

繰延税金負債 3,981 3,630

役員株式給付引当金 22 18

退職給付に係る負債 6,554 6,611

資産除去債務 8 8

長期前受金 16,833 16,717

製品補償引当金 － 41

その他 226 238

固定負債合計 40,190 38,690

負債合計 68,695 66,005

純資産の部

株主資本

資本金 4,510 4,510

資本剰余金 1,687 1,687

利益剰余金 48,592 49,085

自己株式 △3,289 △3,268

株主資本合計 51,500 52,014

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,381 10,636

為替換算調整勘定 356 597

退職給付に係る調整累計額 △156 △79

その他の包括利益累計額合計 11,581 11,154

非支配株主持分 38 36

純資産合計 63,120 63,205

負債純資産合計 131,815 129,211
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

売上高 45,741 48,183

売上原価 36,947 38,659

売上総利益 8,794 9,523

販売費及び一般管理費 ※１ 8,445 ※１ 8,900

営業利益 348 623

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 176 169

物品売却益 17 21

設備賃貸料 35 35

保険配当金 146 148

為替差益 29 －

その他 81 119

営業外収益合計 488 496

営業外費用

支払利息 65 86

設備賃貸費用 17 17

社債発行費 31 －

支払補償費 － 41

為替差損 － 7

その他 27 48

営業外費用合計 142 201

経常利益 694 918

特別利益

固定資産売却益 0 2

投資有価証券売却益 118 1,010

特別利益合計 119 1,013

特別損失

固定資産処分損 60 65

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 － 59

減損損失 ※２ 31 ※２ 101

製品補償引当金繰入額 － 40

訴訟関連損失 － ※３ 142

その他 0 37

特別損失合計 92 445

税金等調整前中間純利益 721 1,485

法人税等 383 618

中間純利益 337 867

非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に

帰属する中間純損失（△）
1 △2

親会社株主に帰属する中間純利益 335 870

（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

中間純利益 337 867

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,623 △745

為替換算調整勘定 322 242

退職給付に係る調整額 22 76

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 －

その他の包括利益合計 1,946 △426

中間包括利益 2,284 441

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 2,280 442

非支配株主に係る中間包括利益 4 △1

【中間連結包括利益計算書】
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 721 1,485

減価償却費 2,773 2,932

減損損失 31 101

のれん償却額 120 120

退職給付に係る資産及び負債の増減額 25 98

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 △29

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △7

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） △838 －

製品補償引当金の増減額（△は減少） － 41

受取利息及び受取配当金 △177 △171

支払利息 65 86

投資有価証券評価損益（△は益） － 59

投資有価証券売却損益（△は益） △118 △1,010

固定資産除売却損益（△は益） 60 62

売上債権の増減額（△は増加） △176 2,865

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,520 △875

仕入債務の増減額（△は減少） △2,079 △3,166

未払消費税等の増減額（△は減少） △892 △344

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1 2

未払費用の増減額（△は減少） 104 △164

その他 1,133 265

小計 △810 2,351

利息及び配当金の受取額 177 171

利息の支払額 △62 △83

法人税等の支払額 △144 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー △839 2,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,899 △2,192

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 12

投資有価証券の取得による支出 △19 △95

投資有価証券の売却による収入 179 1,075

その他 1 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,737 △1,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △0 2,009

長期借入れによる収入 3,053 －

長期借入金の返済による支出 △1,226 △1,248

社債の発行による収入 4,987 －

配当金の支払額 △395 △377

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 25 22

その他 △209 △204

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,235 199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,645 1,395

現金及び現金同等物の期首残高 10,500 10,944

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 14,146 ※ 12,339

（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当中間連結会計期間において、共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社は、当社を吸収合併存続会

社、共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併により、連結の範囲か

ら除外しております。

（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用して

おります。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後

の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の

中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1)株式給付信託（ＢＢＴ）

当社は、2018年６月28日開催の第138期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに一部の当社

子会社における役付取締役 （以下「取締役等」という。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託

（BBT（＝Board Benefit Trust））」(以下「本制度」という。）を導入しております。

①取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社及び一

部の当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算し

た金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受け

る時期は、原則として、取締役等の退任時となります。

②信託に残存する自社の株式

当社は、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末159百万円、55千株、

当中間連結会計期間末157百万円、54千株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

(2)株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）

当社は、2022年２月18日開催の取締役会決議に基づき、2022年３月10日より、当社の株価や業績と従業員の処遇

の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士

気を高めるため、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」という。）を導入しております。

①取引の概要

本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を

給付する仕組みです。

将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社

日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得して

おります。

②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末417百万円、150千株、当中間

連結会計期間末417百万円、150千株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。
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(3)株式給付信託（従業員持株会処分型）

当社は、2022年２月18日開催の取締役会決議に基づき、2022年３月10日より、従業員の福利厚生の増進及び当社

の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本

制度」という。）を導入しております。

①取引の概要

本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」という。）を受託者

とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下「本信託契約」という。）を締結しております。

（以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。）。また、受託者は株式会社日本カストディ

銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約

を締結しております。

本信託は、2022年３月から５年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括

して取得し、以後、持株会の株式購入に際して当社株式を売却していきます。本信託による持株会への当社株式の

売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残

余財産として、受託者適格要件を充足する持株会加入者（従業員）に分配します。

また、当社は、本信託が当社株式を取得するために借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託

終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済すること

となります。

②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末177百万円、63千株、当中間連

結会計期間末157百万円、56千株であります。

③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度末　　　　　　長期借入金　175百万円

当中間連結会計期間末　　　　長期借入金　148百万円

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

受取手形 79百万円 －百万円

支払手形 37 －

設備関係支払手形 0 －

（中間連結貸借対照表関係）

※１  中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前

連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含

まれております。

※２  財務制限条項

前連結会計年度（2024年３月31日）

当連結会計年度末の借入金のうち、2018年４月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約

（当連結会計年度末借入金残高4,800百万円）には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は以下の

とおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。

なお、当連結会計年度末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。

(1) 2018年３月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部

の金額を、2017年９月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％及び直前の決算期末

日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％のいずれか高い方の金額以上に維持

すること。

(2) 2018年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する３期について、各年度の決算期における連結

の損益計算書に示される経常損益が３期連続して損失とならないようにすること。
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当中間連結会計期間（2024年９月30日）

当中間連結会計期間末の借入金のうち、2018年４月20日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契

約（当中間連結会計期間末借入金残高3,600百万円）には、財務制限条項が付されております。財務制限条項は

以下のとおりでありますが、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。

なお、当中間連結会計期間末現在、以下の財務制限条項には抵触しておりません。

(1) 2018年３月期決算以降、各年度の決算期の末日及び中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部

の金額を、2017年９月中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％及び直前の決算期末

日又は中間期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％のいずれか高い方の金額以上に維持

すること。

(2) 2018年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する３期について、各年度の決算期における連結

の損益計算書に示される経常損益が３期連続して損失とならないようにすること。

  ３  偶発債務

当中間連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT. Arisu Graphic Prima、 PT. 

Arisu Indonesia（以下、連結子会社）では、同国の税務当局より、2017年12月期から2020年12月期の税務申告

に関して総額119,488百万IDR（インドネシアルピア。当中間連結会計期間末日レートでの円換算額1,123百万

円。加算税等を含む。）の更正通知を受け取っております。なお、仮納付を総額で17,068百万IDR(同160百万

円）しております。当社及び連結子会社は、税務当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申

し立てや税務裁判等を進めております。

　上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。

PT. Arisu Indonesia

（2017年12月期）

2022年12月12日　税務当局より、売上取引価格等に関し、8,603百万IDR（同80百万円）の更正通知を受領。

2023年３月９日　3,823百万IDR（同35百万円）仮納付をしたうえで異議申し立て。

2024年１月３日　異議申し立てを棄却する決定書を受領し、更正額は7,615百万円IDR（同71百万円）に減額。

2024年３月25日  税務裁判所へ控訴。

（2019年12月期）

2021年８月26日　税務当局より、売上取引価格等に関し、8,397百万IDR（同78百万円）の更正通知を受領。

2021年11月18日　8,301百万IDR（同78百万円）仮納付をしたうえで異議申し立て。

2022年８月24日　異議申し立てを棄却する決定書を受領。

2022年11月20日  税務裁判所へ控訴。

2024年４月30日、５月14日、６月19日

各日付の判決により、主張の大半が認められたことから、上告はせず、主張が認められた部分

（8,241百万IDR(同77百万円））は還付予定。税務当局が上告した場合は応訴の予定。

2024年９月30日　5,134百万IDR（同48百万円）は還付済。

（2020年12月期）

2022年６月21日　税務当局より、売上取引価格及び営業外取引等に関し、72,712百万IDR（同683百万円）の更正

　　　　　　　　通知を受領。

2022年９月16日　718百万IDR（同６百万円）仮納付をしたうえで異議申し立て。

2023年６月27日　異議申し立てを棄却する決定書を受領。

2023年９月26日　税務裁判所へ控訴。

　前中間連結会計期間
（自  2023年４月１日

　　至  2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

　　至  2024年９月30日）

発送費 1,388百万円 1,475百万円

給料手当及び賞与 3,204 3,439

貸倒引当金繰入額 0 2

賞与引当金繰入額 492 390

役員賞与引当金繰入額 31 52

退職給付費用 281 295

（中間連結損益計算書関係）

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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セグメント区分 場所 用途 種類
金額

（百万円）

その他 埼玉県越谷市 物流倉庫 建物及び構築物 29

情報コミュニケーシ

ョン部門
東京都文京区 電子書籍

無形固定資産

（その他）
1

セグメント区分 場所 用途 種類
金額

（百万円）

情報コミュニケーシ

ョン部門
北海道苫小牧市 工場 建物及び構築物 97

情報コミュニケーシ

ョン部門
東京都文京区 電子書籍

無形固定資産

（その他）
3

※２  減損損失

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

当社グループは、事業用資産については主として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎とし

て製造工程等の関連性を加味して、処分予定資産及び遊休資産については個別の物件を単位として、資産のグルー

ピングを行っております。

上記資産においては当初想定していた収益が見込めないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失31百万円として特別損失に計上しております。なお、建物及び構築物について、回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、他への転用や売却が困難であることから備忘価額を正味売却価額としております。ま

た、無形固定資産（その他）について、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フ

ローがマイナスであるため零として評価しております。

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

当社グループは、事業用資産については主として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎とし

て製造工程等の関連性を加味して、処分予定資産及び遊休資産については個別の物件を単位として、資産のグルー

ピングを行っております。

上記資産においては当初想定していた収益が見込めないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失101百万円として特別損失に計上しております。なお、建物及び構築物について、2025年３月31日をも

って工場を閉鎖し拠点集約を予定していることから、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却

価額は不動産鑑定評価額を基に算出しております。また、無形固定資産（その他）について、回収可能価額は使用

価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため零として評価しております。

※３  訴訟関連損失

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年

金機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留

保していた遅延損害金については、2023年11月13日付（訴状送達日：2023年12月１日）で同機構から訴訟を提起さ

れておりましたが、協議の結果、2024年７月17日に当社が同機構に対し解決金142百万円を支払う内容で和解が成

立し、同月に支払いを行いました。このため、当該金額を特別損失として計上しております。
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前中間連結会計期間
（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

現金及び預金 14,205百万円 12,405百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △58 △65

現金及び現金同等物 14,146 12,339

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年６月29日

定時株主総会
普通株式 395 50 2023年３月31日 2023年６月30日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年11月８日

取締役会
普通株式 395 50 2023年９月30日 2023年12月８日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日

定時株主総会
普通株式 377 50 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月８日

取締役会
普通株式 415 55 2024年９月30日 2024年12月９日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ  前中間連結会計期間（自  2023年４月１日  至  2023年９月30日）

１．配当金支払額

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会

社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれております。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会

社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれております。

Ⅱ  当中間連結会計期間（自  2024年４月１日  至  2024年９月30日）

１．配当金支払額

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会

社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金13百万円が含まれております。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会

社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

中間連結
損益計算書
計上額
（注）３

情報コミ

ュニケーシ

ョン部門

情報セキュ

リティ部門

生活・産業

資材部門
計

売上高

顧客との契約か
ら生じる収益

15,859 13,572 15,290 44,722 770 45,492 － 45,492

その他の収益 － － － － 248 248 － 248

外部顧客への
売上高

15,859 13,572 15,290 44,722 1,019 45,741 － 45,741

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

551 307 197 1,056 2,486 3,543 △3,543 －

計 16,411 13,879 15,488 45,779 3,506 49,285 △3,543 45,741

セグメント利益

又は損失（△）
△492 785 425 718 26 745 △396 348

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前中間連結会計期間（自  2023年４月１日  至  2023年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理

事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研

究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

当中間連結会計期間に、「情報コミュニケーション部門」において減損損失１百万円、「その他」において減

損損失29百万円を計上しております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

中間連結
損益計算書
計上額
（注）３

情報コミ

ュニケーシ

ョン部門

情報セキュ

リティ部門

生活・産業

資材部門
計

売上高

顧客との契約か
ら生じる収益

15,899 15,298 15,959 47,158 775 47,934 － 47,934

その他の収益 － － － － 248 248 － 248

外部顧客への
売上高

15,899 15,298 15,959 47,158 1,024 48,183 － 48,183

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

401 290 175 868 2,385 3,253 △3,253 －

計 16,301 15,589 16,135 48,026 3,409 51,436 △3,253 48,183

セグメント利益

又は損失（△）
△446 1,162 465 1,181 △57 1,124 △501 623

Ⅱ  当中間連結会計期間（自  2024年４月１日  至  2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理

事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研

究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

当中間連結会計期間に、「情報コミュニケーション部門」において減損損失101百万円を計上しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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前中間連結会計期間
（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

当中間連結会計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年９月30日）

１株当たり中間純利益 44円04銭 119円46銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 335 870

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利

益（百万円）
335 870

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,623 7,285

（１株当たり情報）

  １株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株

式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間55,586株、

当中間連結会計期間55,043株であります。

２．「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有す

る当社株式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります。

１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間150,000

株、当中間連結会計期間150,000株であります。

３．「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が

所有する当社株式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

含めております。

１株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間76,486

株、当中間連結会計期間60,457株であります。

４．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

- 23 -



２【その他】

（剰余金の配当について）

2024年11月８日開催の取締役会において、第145期（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）の中間配当に

関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当金総額・・・・・・・・・・・・・・・415百万円

（ロ）１株当たりの中間配当金・・・・・・・・・・・55円00銭

（ハ）支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・2024年12月9日

（注）１. 当社の定款第48条の規定に基づき、2024年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対して中間配当金を支払います。

２. 配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ、Ｊ－ＥＳＯＰ及び従業員持株会処分型）」の信託財産とし

て、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれて

おります。

（重要な訴訟事件）

「注記事項　中間連結貸借対照表関係　３　偶発債務」に記載のとおりであります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2024年11月８日

共同印刷株式会社

取締役会  御中

仰星監査法人

東京事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 川﨑  浩

指定社員
業務執行社員

公認会計士 野口  哲生

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている共同印刷株式会

社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、共同印刷株式会社及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。



（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上


